
 

 １１／１５（水）の発表      　【道庁プレスリリース】

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報道発表資料の配付日時　１１月１５日（水）１５時００分 

 発 表 項 目 ALPS処理水の海洋放出に伴う中小企業者等への金融支援について          

 （ 行 事 名 ）               

 記者レクチャー (実施日時)   発 表 者

  

 の お 知 ら せ   発表場所

  ○経済産業省では、ALPS処理水の海洋放出に伴い、水産物の輸出減少などの

 概 要 影響を受けている中小企業者等の資金繰りを支援するため、令和5年11月1

5日付けで「セーフティネット保証２号（信用保証の特例措置）」を発動

しました。 

　※セーフティネット保証2号の認定を受けた中小企業者は、信用保証協会の通常の保

証限度額とは別枠で保証（100%保証）を受けることが出来る。 
 
○道では、この発動に合わせて、セーフティネット保証２号の認定を受けた

中小企業者等を融資対象とする中小企業総合振興資金「経営環境変化対応
貸付【認定企業】」の取扱を本日付けで開始します。 

　（金融機関の窓口を通じて、低利の資金をご利用いただけます。） 
 
≪経営環境変化対応貸付【認定企業】の概要≫

  融資対象 「セーフティネット保証２号」の認定を受けた中小企業者等
◆セーフティネット保証２号の認定基準 
　次の①～②のいずれかに該当し、令和5年8月24日以降1ヵ月間

の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2ヵ月間

を含む3ヵ月の売上高等が前年同期比で10%以上減少するもの 
①諸外国で日本からの水産物を輸入している業者と直接的に取引

がある者（取引依存度：20%以上） 
②諸外国で日本からの水産物を輸入している業者と間接的に取引

がある者（取引依存度：20%以上）

融資金額 ２億円以内
融資期間 10年以内（うち据置３年以内）

  融資利率 （固定金利） （変動金利）
  5年以内　年1.0％  年1.0％　融資期間が３年を超え 

10年以内　年1.2％           る取扱いの場合に限る
取扱期間 令和６年８月２３日まで

　※中小企業総合振興資金の各貸付メニューの中で最も低利な融資利率とな
ります。

 参 考

 報 道 ( 取 材 ) 　影響を受ける道内中小企業者等の方々の幅広い活用に向け、積極的な報道

 に 当 た っ て をお願いします。 

 の お 願 い

 他 の ク ラ ブ  同 時 配 付 (場所)

 と の 関 係  同 時 レ ク

 担 当 　　経済部　地域経済局中小企業課　（担当者：加藤） 

 （ 連 絡 先 ）     ＴＥＬ　ダイヤルイン　０１１－２０４－５３４６  内線 ２６－３５４ 

            公用スマホ    ０１１－５８５－６１０２  内線 ４４０９２


